
美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 153  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 使用の許可 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立児童館管理規則 第12条第1項 

例 規 番 号 平成18年 規則第53号 

【根拠条文】 

(使用許可) 
第12条 館長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた時は、児童館使用許可書(様式第2号)
により許可するものとする。 

2 館長は前項の使用許可をしようとする場合で2以上の者から同一の日に、同一日時の使用許
可申請があったときは、児童福祉のための行事、公益に資する目的を持つ児童福祉以外の行

事の順で優先して許可するものとする。 
 
【基準】 

第8条の規定による。 
(目的外の使用禁止) 
第8条 児童館は、次に掲げる場合を除き、児童又は児童の福祉に関係ある集会等に限り使用す
ることができる。 

(1) 専ら営利を目的とするとき又は特定の営利事業を援助すると認められるとき。 
(2) 前号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。 
 
 

標準処理期間 1日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 155  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 利用の許可 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町放課後児童健全育成事業条例 第5条 

例 規 番 号 平成18年 条例第124号 

【根拠条文】 

(利用の許可) 
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条
の保護者をいう)は、町長の許可を受けなければならない。 

 
【基準】 

第3条の規定による。 
(対象児童) 
第3条 放課後児童クラブの対象児童は、町内の小学校に在学する小学校1年生から3年生までの
放課後児童とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、4年生、5年生及び6年
生の放課後児童を対象とすることができる。 

 
 

標準処理期間 1日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 157  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 使用料の還付承認 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町放課後児童健全育成事業条例 第9条第4項ただし書 

例 規 番 号 平成18年 条例第124号 

【根拠条文】 

(使用料及び徴収方法) 
第9条 放課後児童クラブを利用する児童の保護者からは、毎月2,000円の使用料(間食等に要す
る費用を除く。)を徴収する。 

2 使用料は、町長が発行する納入通知書により、当該月分を毎月末日までに町の指定する金融
機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。 

3 前項に規定する納期限までに使用料を納入しない者があるときは、町長は、期限を指定して
これを督促しなければならない。 

4 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この
限りではない。 

(1) 保護者がその利用開始前に利用を辞退したとき。 
(2) 保護者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

標準処理期間 3日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 158  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 使用料の減免 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町放課後児童健全育成事業条例 第10条 

例 規 番 号 平成18年 条例第124号 

【根拠条文】 

(使用料の減額又は免除) 
第10条 町長は、使用料の徴収に関し特別の事情があると認めるときは、当該使用料を減額し、
又は免除することができる。 

 
【基準】 

 「特別な事情」とは、災害の発生により保護者が病気や勤務先の倒産、勤務先から解雇など

の事由で、収入が著しく減少した場合をいう。 
 
 

標準処理期間 3日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 160  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 入所の決定 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立保育所等での保育の実施に関する条例施行規則 第3条第1項 

例 規 番 号 平成18年 規則第56号 

【根拠条文】 

(入所の可否) 
第3条 町長は、前条による申込みを受けた児童に関し、条例第2条の規定に基づき、入所の可
否を決定するものとする。 

2 町長は、前項の決定をしたときは、保育所入所承諾書(様式第3号)又は保育所入所不承諾通知
書(様式第4号)を、申込みのあった当該児童の保護者あてに通知するものとする。 

 
【基準】 

美里町立保育所等での保育の実施に関する条例第2条の規定による。 
(保育の実施基準) 
第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより、当該児
童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当

該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。 
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。 
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。 
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介
護していること。 

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。 
2 当該保育所において、定員に余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた私的契約
児童。 

 
美里町保育所(園)入所選考要綱による。 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 161  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 保育料の減免 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立保育所（園）保育料徴収規則 第4条第1項 

例 規 番 号 平成18年 規則第58号 

【根拠条文】 

(保育料の減免) 
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育料の額を減額し、又は免除す
ることができる。 

(1) 納入義務者の属する世帯の現年度における収入に著しい変動が生じていると認めるとき。 
(2) 負傷・疾病その他町長が適当と認める理由により、児童が1月以上にわたり欠席したとき。 
(3) 感染症の集団発生、災害等により、長期にわたり保育所を休所したとき。 
(4) 前3号に掲げるほか、町長が特に必要があると認めたとき。 
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育料減
免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。 

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を保育料減免決定・
否決通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日 平成 25年 4月 1日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 162  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 受給資格の登録及び更新登録 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町子ども医療費の助成に関する条例 第5条第1項及び第3項 

例 規 番 号 平成18年 条例第127号 

【根拠条文】 

(受給資格の登録) 
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書

(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。 
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。 
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を
受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に
提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。 

4 町長は、第1項又は第3項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審
査の結果を保護者に通知するものとする。 

 
【基準】 

第3条の規定による。 
(助成対象者) 
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに
該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被
保護者を除く。 

(1) 町内に住所を有する者 
(2) 保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対
象とならない者 

2 前項の規定にかかわらず、子どもの保護者の前年の所得(1月から9月までに受診した子ども
の保護者にあっては前々年の所得)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控
除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める
額以上であるときは、当該子どもは助成対象者としない。ただし、町長が特別の事由がある

と認めたときは、この限りでない。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日 年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 163  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 助成金の支給決定 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町子ども医療費の助成に関する条例 第10条 

例 規 番 号 平成18年 条例第127号 

【根拠条文】 

(助成の決定及び交付) 
第10条 町長は、前条第1項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当
該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、

助成金を交付するものとする。 
 
【基準】 

第4条及び第12条の規定による。 
(助成) 
第4条 町長は、子どもに係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項
又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共
団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額医療費、高額介護合算療

養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、
当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費については、標

準負担額の2分の1に相当する額を助成する。 
2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のも
のに限るものとする。 

3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができる
ものとする。 

(損害賠償との調整) 
第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたもの
であり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部

又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるも

のとする。 
 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 165  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 受給者証の再交付 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則 第11条 

例 規 番 号 平成18年 規則第60号 

【根拠条文】 

(受給者証の再交付) 
第11条 保護者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けよ
うとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 166  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 受給資格の登録及び更新登録 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例 第5条第1項及び第3項 

例 規 番 号 平成18年 条例第129号 

【根拠条文】 

(受給資格の登録) 
第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は、あらかじめ規則
で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録
を受けなければならない。 

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。 
3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助
成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町
長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。 

4 町長は、第1項又は前項の規定により母子・父子家庭の母又は父及び児童から提出された登
録申請書又は更新申請書の審査の結果を当該母子・父子家庭の母又は父及び児童に通知する

ものとする。 
 
【基準】 

第3条の規定による。 
(助成対象者) 
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若
しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父子家庭の父若しくはその者に監護され

ている児童のいずれか又は父母のいない児童が町内に住所を有する母子・父子家庭の母又は

父及び児童とする。 
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。 
(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者 
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に
より支援給付を受ける者 

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっ
ては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法に
より算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する
控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子
家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日に
おいて生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父

子家庭の母又は父及び児童 
(4) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父若
しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)
第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、これと生計を同じくする
者又は養育者の扶養義務者で、その養育者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶

養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は

父及び児童 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

2 

標準処理期間 30日 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日 平成  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 167  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 助成金の支給決定 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例 第10条 

例 規 番 号 平成18年 条例第129号 

【根拠条文】 

(助成の決定及び交付) 
第10条 町長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申
請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成

金を交付するものとする。 
 
【基準】 

第4条及び第12条の規定による。 
(助成) 
第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条
第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項又は規則で定め
る社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医
療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額医療費、高額介護合算療養費及び附加

給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、次の額を超え
る場合における当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。ただし、

入院時食事療養費については、標準負担額の2分の1に相当する額を助成する。 
(1) 入院 1件につき2,000円 
(2) 通院 1件につき1,000円 
2 前項の規定は、助成対象者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。 
3 第1項の規定は、助成対象者が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日(やむを得
ない理由により当該申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後30日以内にその
申請をしたときは、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた
医療に係るものに限るものとする。 

4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができる
ものとする。 

(損害賠償との調整) 
第12条 町長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであ
り、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は

一部を行わず、又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるものと

する。 
 
標準処理期間 30日 
備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 169  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 受給者証の再交付 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則 第13条 

例 規 番 号 平成18年 規則第62号 

【根拠条文】 

(受給者証の再交付) 
第13条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けよう
とするときは、様式第10号の再交付申請書により町長に申請するものとする。 

 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 170  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 利用の許可（変更許可を含む。） 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町一時保育事業に関する条例 第6条第1項 

例 規 番 号 平成18年 条例第130号 

【根拠条文】 

(利用の申請及び許可) 
第6条 事業を利用しようとする保護者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。 
2 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならな
い。 

 
【基準】 

第3条の規定による。 
(対象児童) 
第3条 事業の対象となる児童は、町内に居住している生後5箇月から小学校就学前の児童とし、
次のいずれかに該当する児童とする。 

(1) 非定形的保育 保護者の就労、職業訓練、就学等により断続的に家庭における保育が困難
となる児童 

(2) 緊急保育 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得
ない事由により緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童 

(3) 私的理由 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等、私的理由により一時
的に保育が必要となる児童 

 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 172  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 一時保育料の減免 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町一時保育事業に関する条例 第8条 

例 規 番 号 平成18年 条例第130号 

【根拠条文】 

(一時保育料の減免) 
第8条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の規定に関わらず、一時保育料を減額し、又は
免除することができる。 

 
【基準】 

美里町一時保育事業に関する条例施行規則第7条の規定による。 
(一時保育料の減免) 
第7条 条例第8条の規定に基づき、町長は、利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、一時保育料の額を減額し、又は免除することができる。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を現に受けているとき。 
(2) 天災その他特別事由により生活に困窮を来し、一時保育料の納入が困難なとき。 
(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要があると認めたとき。 
2 前項の規定により、一時保育料の減免を受けようとする保護者は、あらかじめ一時保育料減
免申請書(様式第8号)を所長又は園長を経由して町長に提出しなければならない。 

 
 

標準処理期間 5日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1051  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 延長保育の利用登録 

例 規 名 

根 拠 条 項 

美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例 第4条 
美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例施行規則 第4条・第
5条 

例 規 番 号 平成25年 条例第23号、平成25年 規則第6号 

【根拠条文】 

(利用登録） 
第４条 延長保育を利用しようとする保護者は、規則で定めるところにより町長に利用登録を

申請し、その承認を受けなければならない。また、利用登録内容に変更があった場合には、

変更申請をし、その変更承認を受けなければならない。 
 
（延長保育の利用登録の承認等） 
第４条 町長は、前条に規定する利用登録申請書の提出があったときは、条例第３条の規定に

該当するか否かを審査、決定し、美里町立保育所（園）延長保育利用登録承認・不承認通知

書（様式第２号）により、申請を行った保護者に通知しなければならない。 
２ 町長は、前項の規定による審査、決定に際し、必要な書類の提出を求めることができる。 
（延長保育の利用登録変更等） 
第５条 前条に規定する承認を受けた保護者が、勤務先の変更等により延長保育時間を変更し

ようとする場合は、速やかに、美里町立保育所（園）延長保育利用登録変更申請書（様式第

３号）を、当該保育所（園）長を経由して町長に提出しなければならない。 
２ 町長は、前項に規定する延長保育利用登録変更申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、変更の可否を決定し、美里町立保育所（園）延長保育利用登録変更承認・不承認通

知書（様式第４号）により、申請を行った保護者に通知しなければならない。 
 
【基準】 

美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例第3条の規定による。 
（延長保育の実施） 
第3条 延長保育の実施は、児童の保護者（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条に
規定する保護者をいう。）のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、

同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものと

する。 
（1）通常の保育時間以後に居宅外で就労し、又は居宅内で日常の家事以外の労働をしている場
合 

（2）前号に類する状態にあると町長が認める場合 
 

標準処理期間 30日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1053  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 延長保育料の減免 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立保育所（園）保育における延長保育の実施に関する条例 第8条 

例 規 番 号 平成25年 条例第23号 

【根拠条文】 

(延長保育料の減免) 
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育料の額を減額し、又は免除す
ることができる。 

(1) 延長保育を利用した保護者の属する世帯が、美里町立保育所（園）保育料徴収規則（平成
１８年規則第５８号。以下「保育料徴収規則」という。）別表に規定する第１階層又は第２階

層であるとき。 
(2) 延長保育を利用した保護者の属する世帯が、現年度における所得が著しく減少していると
認められるとき。 

(3） 延長保育を利用した保護者の属する世帯が、災害等により著しい損害を受けたとき。 
(4） 負傷、疾病その他正当な理由により、児童が１月以上にわたって欠席したとき。 
(5） 感染症の集団発生、災害等により、長期にわたって保育所（園）を休所（園）したとき。 
(6） 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると町長が認めるとき。 
 
【基準】 

根拠条文に同じ。 
 
美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例施行規則 第9条による。 

（延長保育料の減免） 

第 9条 条例第８条の規定により延長保育料の減免を受けようとする保護者は、美里町立保育

所（園）延長保育料減免申請書（様式第 6号）を当該保育所（園）長を経由して町長に提出

しなければならない。 

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、美里町立保育所（園）延

長保育料減免決定・否決通知書（様式第 7号）により、申請を行った保護者に通知しなけれ

ばならない。 

 

標準処理期間 15日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日 平成  年  月  日 
 



美里町 条例適用申請に対する処分個票 

1 

ID: 1054  
担当部署: 子ども家庭課  

処分の概要 延長保育料の還付承認 

例 規 名 

根 拠 条 項 
美里町立保育所（園）における延長保育の実施に関する条例 第10条ただし書 

例 規 番 号 平成25年 条例第23号 

【根拠条文】 

（延長保育料の還付等） 

第１０条 既納の延長保育料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 
【基準】 

特別な事情とは、延長保育を利用した保護者の属する世帯が災害や倒産、解雇、児童が病気

で長期にわたり欠席したとき。 
 
 

標準処理期間 3日 

備考  
 

設 定 年 月 日 平成２５年 ６月 ７日 最終変更年月日  年  月  日 
 


